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◎群馬県告示第２０５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により、次の者を同項に規定する指定

納付受託者に指定した。 

  令和５年７月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

指定納付受託者の所在地及び名称 指定をした日 歳入の種類 

東京都千代田区丸の内１－９－２ グラ
ントウキョウサウスタワー３４Ｆ 
株式会社リクルートペイメント 

令和５年７月２１日 群馬県庁舎３１階マルシェ＆キッ
チンの設置及び管理に関する条例
（令和５年群馬県条例第４号）第
１０条に規定する使用料 

 
 

 

 

◎群馬県告示第２０６号 

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和３２年厚生省令第３８号）第２条の規定により、公衆浴

場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和５年８月１日から施行する。 

なお、公衆浴場入浴料金の統制額の指定の告示（平成２６年群馬県告示第２３０号）は、令和５年７月３１日限

り廃止する。 

令和５年７月２８日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公衆浴場入浴料金の統制額 
 

区分 
大人 

（１２歳以上の者） 
中人 

（６歳以上１２歳未満の者） 
小人 

（６歳未満の者） 

料金 ４５０円 ２００円 １００円 

 
２ その他の公衆浴場（群馬県公衆浴場法施行条例（平成１２年群馬県条例第３８号）第４条第１項に規定するそ

の他の公衆浴場（公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）第２条第３項の規定に基づき保健所を設置する市が

定める条例において定められるこれに相当する公衆浴場を含む。）をいう。）の入浴料金については、１の規定

は適用しない。 

 

 

 

◎群馬県告示第２０７号 

  河川区域の変更により、次のとおり廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）第４９

条の規定により告示する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部河川課及び群馬県伊勢崎土木事務所において縦

覧に供する。 

  令和５年７月２８日 

■ 告  示 
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                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 河川の名称 利根川水系 一級河川男井戸川 

２ 廃川敷地等が生じた年月日 令和５年７月２８日 

３ 廃川敷地等の位置 伊勢崎市日乃出町１２８５番１地先から１２８７番２地先、伊勢崎市下植木町１１９９番

の一部、伊勢崎市上諏訪町１２１３番２、伊勢崎市上諏訪町１２１４番６、伊勢崎市上諏訪町１２１４番８、伊

勢崎市上諏訪町１２１４番９、伊勢崎市上諏訪町１２１４番１０、伊勢崎市上諏訪町１２１５番１、伊勢崎市上

諏訪町１２１５番２の一部、伊勢崎市上諏訪町１２４７番９の一部及び伊勢崎市上諏訪町１３６５番１の一部 

４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地 １，４１９．７１㎡ 

 

 

 

 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項の規定による処分をしたので、同法第２９条の５第１項

の規定により、次のとおり公告する。 

  令和５年７月２８日 

                                   群馬県知事 山 本 一 太   

 

１ 処分をした日 令和５年７月１９日 

２ 被処分者 
 

商号又は名称 主たる営業所の所在地 代表者の氏名 許可番号 

上武工業（株） 前橋市上泉町１８６４－２ 山﨑 優子 
群馬県知事許可（般－２）
第４６８９号 

 

３ 処分の内容 建設業法第２８条第３項の規定による営業の停止命令 

 (1) 停止を命ずる営業の範囲 水道施設工事のうち、公共工事に係るもの。 

 (2) 期間 令和５年８月３日から令和６年８月２日までの１年間 

４ 処分の原因となった事実 上武工業（株）の代表取締役（当時）は、前橋市が令和２年６月２６日に執行した

「粕川地区配水管布設替工事（施道第２号）」に係る指名競争入札に関し、同市副市長（当時）から同入札に関

する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、貴社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落

札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。これによ

り、前橋地方裁判所から令和５年３月１５日に懲役１年（執行猶予３年）の判決を受け、同月３０日にその刑が

確定した。このことが、建設業法第２８条第１項第２号及び第３号に該当するため、同条第３項に基づき営業停

止処分とする。 

 

 

 

 次の建設業者については、営業所の所在地を確知できないので、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９

条の２第１項の規定により公告する。 

 なお、この公告の日から３０日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、同項の規定により当該建設業

者の許可を取り消す。 

  令和５年７月２８日 

■ 公  告 



 令和５年７月２８日（金）          群 馬 県 報              第１０１２０号 

 

5 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   
 

商号又は名称 代表者の氏名 主たる営業所の所在地 許可年月日 許可番号 

株式会社日本グラン
ド 

栗原 康正 邑楽郡千代田町赤岩１
８１４－１ レジデン
ス千代田１０５ 

令和３年１月２２日 群馬県知事許可（般－
２）第２５１３２号 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和５年７月２８日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 群馬県沼田市栄町字栄町宅地北添１９７－１、１
９７－４、１９７－５、１９８－２、１９８－
３、１９８－４、２０１－２、２０１－３、２０
１－４、２０１－６、２０２－２、２０２－３ 

石川県白山市松本町２５１２番地 
株式会社クスリのアオキ 代表取締役社長 
青木宏憲 

２ 邑楽郡大泉町大字古海字松塚６４５－１、２２５
６ 

東京都渋谷区広尾一丁目７番２０号 
株式会社サジェスト 代表取締役 宮内宗頼 

３ 邑楽郡邑楽町大字狸塚字店１３４１－１ 館林市瀬戸谷町２５７１番地の６ 
吉田翔真 

４ 北群馬郡吉岡町大字大久保字大畑７５１－１、７
５１－２、７５１－５、７５１－６ 

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１
号 第一福岡ビルＳ館４階 
株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山英
昭 

 
 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１３８号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。 

令和５年７月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿   

１ 政党の支部 

  国会議員関係政治団体以外の政党の支部 

政 治 団 体 の 名 称 

代表者の氏名 
会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

１以上の市町村等の区域を 
単位として設けられる支部 

届 出 年 月 日 

参政党群馬県支部連合会 新倉哲郎 嵐口雅也 高崎市吉井町長根１５８４－２ 

■ 選挙管理委員会告示 
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○ 令和５年６月１５日 

自由民主党群馬県吾妻郡第五支部 入内島道隆 高橋潔 吾妻郡中之条町四万３８３８ 

○ 令和５年６月２７日 

自由民主党群馬県高崎市第十一支部 追川徳信 土屋庄司 高崎市倉渕町三ノ倉１７４６－１ 

○ 令和５年６月２０日 

自由民主党群馬県館林市第二支部 松本隆志 小野江梨子 館林市羽附町６７１－２ 

○ 令和５年６月１９日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

  国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政 治 団 体 の 名 称 
代表者の氏名 

会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

届 出 年 月 日 

しまだ宏幸後援会 島田宏幸 島田正巳 邑楽郡明和町新里４３０－５ 

令和５年６月１９日 

ましおかなこ後援会 眞塩香奈子 眞塩眞 邑楽郡明和町中谷１６２－４ 

令和５年６月８日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１３９号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第７条第１項の規定により届出のあった政

治団体の異動事項は、次のとおりである。 

令和５年７月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿   

１ 政党の支部 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

参政党群馬第５支部 代表者の氏名 大澤智仁 金庭真紀子 令和５年 
６月１４日 

会計責任者の
氏名 

冨沢尚史 吉田恵子 令和５年 
６月１４日 

参政党群馬第３支部 主たる事務所
の所在地 

邑楽郡大泉町吉田２４
６６－８７ 

高崎市吉井町長根１５
８４－１ 

令和５年 
６月１４日 

参政党群馬第２支部 主たる事務所
の所在地 

伊勢崎市下植木町４３
７ 

高崎市吉井町長根１５
８４－１ 

令和５年 
６月１４日 

会計責任者の
氏名 

菅野早苗 石井翔悟 令和５年 
６月１４日 

参政党群馬第４支部 主たる事務所 高崎市西横手町４９７ 高崎市吉井町長根１５ 令和５年 
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の所在地 －３ ８４－２ ６月１４日 

会計責任者の
氏名 

瀧澤歩美 石川友梨香 令和５年 
６月１４日 

日本維新の会衆議院群馬
県第１選挙区支部 

国会議員関係
政治団体の区
分 

国会議員関係政治団体
以外の政治団体 

法第十九条の七第一項
第一号に係る国会議員
関係政治団体 

令和４年 
１２月５日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

岡安敏雄後援会 代表者の氏名 岡安政雄 岡安敏雄 令和４年 
１０月１３日 

群馬県鍼灸師連盟 会計責任者の
氏名 

栁寺真理 奥村泰隆 令和５年 
５月２４日 

群馬県税理士政治連盟 代表者の氏名 石原仁 田子一夫 令和５年 
４月１日 

群馬土地家屋調査士政治
連盟 

会計責任者の
氏名 

新井孝男 吉野典房 令和５年 
５月２６日 

政治に参加したい群馬県
民の会 

会計責任者の
氏名 

樋口典子 金木伸一 令和５年 
６月１３日 

冨沢重典後援会 会計責任者の
氏名 

斉藤佳示 冨澤初衛 令和５年 
６月２４日 

中村和正後援会 代表者の氏名 岡村建一 茂木英重 令和５年 
３月１日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１４０号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。 

令和５年７月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿   

１ 政党の支部 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

自由民主党群馬県前橋市第四支部 中沢丈一 令和５年５月３１日 

日本維新の会衆議院群馬県第１選挙区支部 宮﨑岳志 令和５年５月２６日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

いいづか邦広後援会 飯塚邦広 令和５年４月２８日 

岡安敏雄後援会 岡安政雄 令和４年１０月１３日 
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金子實後援会 金子實 令和５年５月２０日 

小林寿後援会 山室治夫 令和５年３月３１日 

斉藤祐知後援会 永田信一郎 令和５年５月２２日 

清丈会 中沢丈一 令和５年５月３１日 

土屋幸雄後援会 土屋幸雄 令和５年６月２６日 

中沢丈一政経会 木村芳雄 令和５年５月３１日 

中村和正後援会 岡村建一 令和５年４月３０日 

廣瀬晃後援会 廣瀬晃 令和４年１２月３１日 

真塩たかし後援会 真塩卓 令和５年５月１８日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１４１号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の名称等

は、次のとおりである。 

令和５年７月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿   

資金管理団体の 
届 出 を し た 者 
（代表者）の氏名 

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日 

島田宏幸 明和町議会議員 しまだ宏幸後援会 邑楽郡明和町新里４３０
－５ 

令和５年 
６月１９日 

眞塩香奈子 明和町議会議員 ましおかなこ後援会 邑楽郡明和町中谷１６２
－４ 

令和５年 
６月８日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第１４２号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により資金管理団体

でなくなった旨の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。 

令和５年７月２８日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿   

 法第１９条第３項第２号による届出 

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日 

岡安敏雄 岡安敏雄後援会 令和４年１０月１３日 

金子實 金子實後援会 令和５年５月２０日 

土屋幸雄 土屋幸雄後援会 令和５年６月２６日 
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中沢丈一 清丈会 令和５年５月３１日 

廣瀬晃 廣瀬晃後援会 令和４年１２月３１日 

真塩卓 真塩たかし後援会 令和５年５月１８日 
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